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問い合わせ

地域振興課 �０３‐５６５４‐８２３５

生涯スポーツ課 �０３‐３６９１‐７１１１

テクノプラザかつしか �０３‐３８３８‐５５５５
シニア活動支援センター
�０３‐５６９８‐６２０１
産業経済課 �０３‐３８３８‐５５５６

文化国際課 �０３‐５６７０‐２２５９

男女平等推進センター �０３‐５６９８‐２２１１

中央図書館 �０３‐３６０７‐９２０１

リサイクル清掃課 �０３‐５６５４‐８２７３

福祉管理課 �０３‐５６５４‐８２４４

教育総務課 �０３‐３８２６‐８６５５

公園課 �０３‐３６９３‐１７７７
新型コロナウイルス感染症の影響により、予約をキャンセルする場合、利用料の返
還を行う施設があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

施設名
地域コミュニティ施設
地区センター、集い・憩い・学び交流館
全体育施設
テクノプラザかつしか

シニア活動支援センター

勤労福祉会館（卓球室・練習室）
文化施設
かつしかシンフォニーヒルズ、かめあり
リリオホール

男女平等推進センター
図書館（中央・立石）
上記以外の図書館は変更なし
かつしかエコライフプラザ（研修室）
かつしかボランティア・地域貢献活動セ
ンター（活動室・録音室）
学校開放
静観亭・和楽亭

支給時期

５月１０日㈪（予定）に児童
扶養手当を受給してい
る口座に振り込みます。

申請後、随時支給しま
す。

申請方法

申請は不要です。

申請が必要です。
詳しくは区ホームペ
ージをご覧になるか、
お問い合わせくださ
い。
児童扶養手当を未申
請で受給対象になる
と思われる方は、お
問い合わせください。

対象

令和３年４月分の児童扶養
手当を受給する方

遺族年金などの公的年金を
受給していることで、令和
３年４月分の児童扶養手当を
受給していない方※

新型コロナウイルス感染
症の影響を受けて、直近
の収入が児童扶養手当の
受給対象となる水準に下
がった方

（月～金曜日（祝日を除く）／
午前8時30分～午後5時15分）

5月11日㈫までまん延防止等
重点措置が適用されました

区の対応に関する最新情報はこちらから
最新情報は区ホームページをご覧にな
るか、はなしょうぶコール（�03‐6758
‐2222）へお問い合わせください。

施設の利用制限について
●午後8時で閉館・利用休止などを行っている施設

4月12日～5月11日の期間、区は「まん延防止等重点措置」
の実施区域に指定されました。感染拡大を防止し、区民の皆
さんの生命を守るため、次のご協力をお願いします。

区内の感染者の発生状況（４月１９日現在）

生活相談や生活保護などの手続きができます。
【日時】 5月3日（月・祝） 午前8時30分～午後5時
葛飾区役所夜間・休日窓口（立石5‐13‐1）へお越しください。

【問い合わせ】

▼生活相談について
自立支援相談窓口 �03‐5654‐8625

▼生活保護について
西生活課 �03‐5654‐8284 東生活課 �03‐3607‐2152

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）を支給します

【支給額】 対象児童1人当たり5万円
【対象・申請方法】

※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。また、すで
に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児
童扶養手当の申請をしていれば、令和３年４月分の児童扶養手当の支給
が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

【申請期限】 令和4年2月28日㈪
【担当課】
子育て支援課（区役所4階401番） �03‐5654‐8298

新型コロナウイルスに関する健康相談
電話のかけ間違いにご注意ください。
発熱や咳、だるさなどがある方
まずはかかりつけ医に電話相談してください。かかりつけ医がい
ない・休診の場合は次の窓口に相談してください。
●（東京都）発熱相談センター
�03‐5320‐4592（毎日／24時間）
●（葛飾区）新型コロナ受診相談窓口
�03‐3602‐1376

新型コロナウイルス感染症の後遺症などで相談したい方
�03‐3602‐1399
（月～金曜日（祝日を除く）／午前8時30分～午後5時15分）

対象世帯には、専用ウェブサイト上で使用できる専用ID
を記載したカードを4月下旬以降順次送付します。育児用品
や日用品、子育て支援サービスなど10万円相当分と交換する
ことができます。
詳しくはお問い合わせください。

【対象】 次のいずれかに該当する世帯

▼令和3年1月1日～3年3月31日までの間に出産し、出生
日および令和3年4月1日時点で都内に住民票がある世帯

▼令和3年4月1日～5年3月31日までの間に出産し、出生
日に都内に住民票がある世帯

【問い合わせ】 東京都出産応援事業コールセンター
�0120‐922‐283
【担当課】 子ども家庭支援課

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

東京都行政書士会葛飾支部会員
官公庁への代理申請・契約書の代理作成は、行政書士にご相談下さい。
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生活に
お困りの方へ

生活困窮臨時窓口を開設します生活困窮臨時窓口を開設します生活困窮臨時窓口を開設します
【担当課】 福祉管理課

感染拡大防止策の徹底をお願いします

コロナ禍において出産した家庭に
10万円分の育児用品などを提供します

低所得のひとり親世帯の方へ

新型コロナウイルスの影響により、水道・下水道料金の支払いにお困りの方へ 支払い猶予受付期間を9月30日㈭まで延長しています。
詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ】 東京都水道局お客さまセンター �03‐5326‐1101

▲ホームページ

はなしょうぶコール　☎03－６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX０３－６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（２）
令和3年（2021年）4月25日 No.１８３６


